
 

令和 ８年 ２月 １日 

 

お 客 さ ま 各 位 

 

日 高 信 用 金 庫 

 

「ＷＥＢバンキングサービス利用規定」改定のお知らせ 

 

平素は、日高信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

さて、当金庫では、令和８年３月よりＷＥＢバンキングサービスに係る不正送金被害

の対策強化を図るため、ＷＥＢバンキングサービス利用規定を下記のとおり改定させて

いただきます。 

なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客様にも適用されますの

で、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１. 主な改定内容 

詳細は別紙「新旧対照表」のとおり。 

(1) 強制解約の際は通知を行わずとも強制解約できるよう変更。 

(2) 強制解約の事由にでんさいネットの取引停止処分を受けたときを追加。 

 

２. 改定の事由 

  サービスの利用がない長期未取引のＩＤについて不正送金に利用されないよう、速

やかに強制解約を図れるようにするため。 

  また、手形・小切手の電子化に伴い、手形からでんさいネットへの移行を行った際

の取引停止処分に対応するため。 

 

３. 改定する規定 

(1) ＷＥＢバンキングサービス利用規定 

 

４. 改定日 

令和 ８年 ２月２７日（金） 

 

 

以 上  



 

(1) ＷＥＢバンキングサービス利用規定新旧対照表 

（改正個所：朱字および下線部） 

 

改  正  前 改  正  後 

第１条～第１４条（省略） 

第１５条 解約等  

１. (省略) 

２. (省略) 

３. サービスの強制解約 

  お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、

当金庫はいつでも、本契約を解約することが

できるものとします。 

 この場合、お客様への通知の到着のいかんにか

かわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあ

てて発信した時に本契約は解約されたもの

とします。 

 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の

諸手数料を２ヶ月連続して支払わなかった

とき。 

 (2) 住所変更の届出を怠るなどにより、当金

庫においてお客様の所在が不明となったと

き。 

 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは

民事再生手続開始の申し立てがあったとき。 

 (5) 相続の開始があったとき。 

 (6) 番号等の不正使用があったとき、または

本サービスを不正利用したとき。 

 (7) １年以上にわたり本サービスの利用がな

いとき。 

 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した

場合等、当金庫がお客様に対する本サービス

の利用停止を必要とする相当の事由が生じ

たとき。 

 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングや

テロ資金供与等に使用されているおそれが

あると当金庫が判断したとき。 

 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当

金庫が判断したとき。 

 

４. (省略) 

５. (省略) 

 

第 16 条～第 22 条（省略）  

 

以上 

第１条～第１４条（省略） 

第１５条 解約等 

１. (省略) 

２. (省略) 

３. サービスの強制解約 

  お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、

当金庫はいつでも、事前に通知することな

く、本契約を解約することができるものとし

ます。 

 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の

諸手数料を２ヶ月連続して支払わなかった

とき。 

 (2) 住所変更の届出を怠るなどにより、当金

庫においてお客様の所在が不明となったと

き。 

 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

 (4) でんさいネットの取引停止処分を受けた

とき。 

 (5) 支払の停止または破産手続開始もしくは

民事再生手続開始の申し立てがあったとき。 

 (6) 相続の開始があったとき。 

 (7) 番号等の不正使用があったとき、または

本サービスを不正利用したとき。 

 (8) １年以上にわたり本サービスの利用がな

いとき。 

 (9) お客様が当金庫との取引約定に違反した

場合等、当金庫がお客様に対する本サービス

の利用停止を必要とする相当の事由が生じ

たとき。 

 (10) 本サービスがマネー・ローンダリングや

テロ資金供与等に使用されているおそれが

あると当金庫が判断したとき。 

 (11) 本サービスを継続する上で支障があると

当金庫が判断したとき。 

 

 

４. (省略) 

５. (省略) 

 
第 16 条～第 22 条（省略）  

 

以上 

 


